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備考

総合課税

２０％源泉徴収

配当控除

※少額配当の場合､申
告不要あり

（生保控除適用者数）
約3,600万人（11年分）
（損保控除適用者数）
約2,000万人（11年分）

総合課税
（上乗せ方式）

分離課税
（２６％）

（注）税務統計「民間給与の実態（生保控除3,004万人、損保控除1,563万人）」、「申告所得税の実態（生保控除623万人、損保控除460万人）」の単純合計である。

老人マル優等あり

個人の預貯金口座数
約１５億口座（延べ数）

収用等の特別控除あり

満期保険金
（保険金－掛金）

譲渡件数　98万件（11年度）

委託者数　約　10万人
（約95％が個人）

譲渡益
（売値－買値）

総合課税
（一時所得）

短
期
長
期

売買差金
申告分離課税

（２６％）

総合課税

利子

保有資産の運用等による収益

利子
源泉分離課税

（２０％）

不動産（土地）

保険

商品先物

不動産所得
（＝地代収入－必要経費）

各種の資産と課税関係

保有資産の譲渡等による収益

公社債投信
投資信託

預貯金

公社債

株式投信 収益の分配

収益の分配

株式 配当 譲渡益
（売値－買値）

申告分離課税

個人株主数　約3000万人(延べ数）
（実数約700万人（推計））

（２６％）

源泉分離課税
（売値×1.05％）

（注）



13年10月1日～15年3月31日
までの間適用

株式譲渡益課税の適正化の経緯

×

取引毎
に選択

昭和
２８年

平成
元年

平成
１１年

平成
１３年

平成
１５年

消費税導入、マル
優原則廃止などの
抜本的税制改革

有取税廃止
+

申告分離課税
への一本化

（13年4月～）を法定

原則非課税

源泉分離課税

申告分離課税

×

一本化

×

回数多、売買高大、
事業譲渡類似の場
合は総合課税

長期所有株式に
係る少額譲渡益
非課税制度創設

（100万円）

平成
１４年

売値×1％、H８以降1.05％

（売値－買値）×26％

申告分離課税
への一本化
の2年延期



申告分離課税の実効税負担割合･･････････長期保有株式(特別控除100万円あり）
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（譲渡益＝売値－買値）

（割合）

改正前

改正後

約433万円

（万円）

(参考）　・個人の平均年間売買回転率は０．３５回（個人の保有株式数と年間の売却株式数から推計）
　　　　　・利益率１０％の場合
　　　　　　⇒ 　　譲渡益433万円に対応する株式の保有総額＝約1億2300万円

２６％



株式保有額 構成比 累積構成比

～500万円 69.8% 69.8%

～1000万円 15.1% 85.0%

～3000万円 11.6% 96.6%

～5000万円 1.6% 98.2%

5000万円～ 1.8% 100.0%

（参考）個人の平均株式保有総額　　５８９．１万円

（備考）証券広報センター「平成12年度　証券貯蓄に関する全国調査」より作成

1世帯当たりの株式保有額の状況（個人株主）



利 子 ・ 配 当 ・ 株 式 譲 渡 益 に 対 す る 課 税 の 概 要

預貯金の利子 株式の配当 株式の譲渡益

所得の性質 毎期経常的に受取り 毎期経常的に受取り 売却により実現

金融機関が運用し、 ・発行会社の業績により変動 投資家が売却のタイミングを選択できる
約定額を受取り ・株主権を有する

課税対象とな 利子受取額 配当受取額（注1） 売り値－買い値
る所得

課税の仕組み 源泉分離課税 総合課税 申告分離課税 源泉分離課税
（２０％） （20％源泉徴収、配当控除） （２６％） みなし利益課税

１銘柄年１回10万円以下 (売値の1.05％)
老人マル優等 の場合申告不要あり 特別控除 100万円

備 考 大量性、反復性の特 (申告不要制度） （源泉分離選択課税）
性 ・９割超（注2）の株主が少 ・諸外国に例のない「みなし利益課税」

額配当の対象。実質的な税 ・申告分離への使い分けにより税負担の意
負担は利子以下 図的な軽減が可能

（100万円特別控除）
・約433万円の譲渡益まで税負担は利子以

下

約15億口座(延数) 個人株主数 約 3,000万 （延数） 約700万人 (実数（注3))

（注1）株式等を取得するための負債利子を控除可。
（注2）全国証券取引所協議会「株式分布状況調査」による。
（注3）銘柄の重複を除いた株主の実数の推計値（証券広報センター「証券貯蓄に関する全国調査」による。）



株式等の年間収入階級別保有シェアの状況（第Ⅰ分位と第Ⅴ分位の比較）
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預貯金等 株　　式 年間収入

３．７倍 ８．３倍 ３．８倍

（備考）総務省「貯蓄動向調査報告（12年分）」（勤労者世帯）より作成

第Ⅰ分位
（469万円未満）

第Ⅴ分位
（1,034万円以上）



(2001年7月現在）

アメリカ イギリス ドイツ フランス

申告分離 源泉分離
投機売買等
については
総合課税

20％＋
住民税６％

みなし譲渡益
に対し20％(住
民税非課税）

10、20、40％ 26％

不可 可 可 不可 可

不可
可（土地等含め

3000ドル（約36万
円）を限度）

不可 不可 不可

(注）　アメリカのニューヨーク市の場合２８％程度（１２ヶ月超保有の場合）
(備考）為替レートは、1ドル＝119円、1ポンド＝173円、1マルク＝55円、1フラン＝16円。

譲渡損失の損益通算

非課税限度等

譲渡損失の繰越控除

年間の売値5万フラン
（約80万円）が免税
（超えれば全額が課
税）

年間譲渡益
100万円が非
課税(長期保有
上場株式等）

土地等の譲渡益と合
わせて7,500ポンド（約
130万円）が非課税

なし

他の投機売買所得と
合わせて1,000マルク
（約5万円）が免税（超
えれば全額が課税）

一定のものを除き
非課税

　

19.9～48.5％＋連帯
付加税（税額の5.5％）10～38.6％＋地方税

株式譲渡益課税の国際比較

課税方式

税率

日　　本

いずれかの方式を選択

売値×1.05％

総合課税 総合課税 申告分離

12ヶ月超保有は
10％、20％
＋地方税



譲渡益 譲渡益

譲渡益

譲渡益
 

 
譲渡損

譲渡損

源泉分離選択課税制度の下での損失の繰越しの問題点

当　　年　　分 翌　年　分

損失の繰越し

みなし譲渡益

申告分離課税源泉分離課税 源泉分離課税

みなし譲渡益

相殺



あり
売買（取引）報告書

（株式取得時に証券会社より交付）

取
なし

顧客勘定元帳 あり 得
（取引証券会社） （商法上の10年の保存義務あり）

価
なし

額
保有株券の裏面

証券会社
名 取

あり のデータ の
義 得

ベース
書 株主名簿・複本 時

や 把
換 （株式の発行会社） 期

当時の新
（証券代行会社） の

聞記事等 握
把

の
なし 握

本人の手控え 統計情報
（例：日記帳や預金通帳）

※ ※

※ 納税者の選択により譲渡収入金額の５％を取得価額としても差し支えない。
※ 名義書換の日をもって取得時期としても差し支えない。





配 当 課 税 制 度 の 概 要

概 要

区 分
所 得 税 住 民 税

総 合 課 税
利 益 の 配 当 ・ 剰 余 金 の 分 配 等 （ 2 0 ％ の 源 泉 徴 収 ）

総 合 課 税
・ １銘柄当たり１回25万円（年１回

50万円）未満 源 泉 分 離 選 択 課 税
かつ （ 35％ の 源 泉 徴 収 ）

・ 発行済株式総数の５％未満

・ １銘柄当たり１回５万円（年１回 確 定 申 告 不 要 非 課 税
10万円）以下 （ 2 0％ の 源 泉 徴 収 ）

○ 配当控除
個人が総合課税の配当所得を有する場合には、次の金額を「配当控除」として税額控除する。

① 課税総所得金額等が 1,000万円以下の部分 その配当所得の10％（所得税）、 2.8％（住民税）
② 課税総所得金額等が 1,000万円超の部分 その配当所得の５％（所得税）、 1.4％（住民税）





所有株式数 構成比 累積構成比

～5千株 79.0% 79.0%

～1万株 10.3% 89.3%

～2万株 5.9% 95.2%

～5万株 3.3% 98.5%

～10万株 0.7% 99.1%

10万株～ 0.9% 100.0%

（注）１　平成11年度株式分布状況調査（全国証券取引所協議会）より作成

　　　２　１単位＝1000株として計算している。

　　　３　「～2万株」「～5万株」の計数については、1万株以上5万株未満の株主数を按分して推計した。

～10万円

～5万円

１銘柄当たり所有株式数の状況（個人株主）

1株額面50円の1割（5円）が
配当されるとした場合の配当金額





〇 証券投資信託の課税関係

証 券 投 資 信 託

区 分 公 社 債 株 式
上 場 株 式

公社債投資信託 株式投資信託 投 資 信 託
（ＥＴＦ）

税の取扱い
公募・私募 公募（注１） 公 募

所 得 区 分 利 子 所 得 利 子 所 得 配 当 所 得 配 当 所 得 配 当 所 得

２０％源泉分離課税 ○ ○ ○ × ×
収

総 合 課 税
（２０％源泉徴収） × ○ ○

益

少額配当申告不要
（住民税非課税） × ○ ○

課

配当控除 全額 全額×
税

３５％源泉分離選択
（住民税総合課税） × × ○

通常は解約 通常は解約
譲 渡 所 得 課 税 ↓ ↓ ○ ○× 収益課税 収益課税 （注２） （注２）

（注１）私募については、収益は総合課税（２０％源泉徴収）、譲渡所得は課税。
（注２）所得税について源泉分離課税を選択した場合には、住民税は非課税。



株式
13.3%

預貯金
46.6%債券

2.1%

保険･年金
20.6%

その他
13.5%

投資信託
3.9%

個人金融資産
９２５．７兆円

株式
4.6%

預貯金
51.9%

保険･年金
28.1%

その他
10.9%

投資信託
2.4%

債券
2.0%

個人金融資産
１３８５．８兆円

日経平均株価：１２，９９９．７０円

平成元年度末 平成12年度末(速報）

（備考）　日本銀行「資金循環統計」より作成

個　人　金　融　資　産　の　残　高

日経平均株価：２９，９８０．４５円



残高 残高 残高 残高 割合

日　　本 44,990 8.4% 124,154 13.8% 66,448 5.5% 91,982 6.4%

（日経平均）

アメリカ 13,436 15.6% 22,051 16.2% 30,474 15.9% 85,425 24.2%

（ダウ工業株平均）

ド イ ツ 367 1.9% 777 2.9% 3,337 6.8% 8,957 12.7%

（DAX指数）

(備考）日本銀行「国際比較統計」より作成

　　　２．ドイツについては、1984年末及び1989年末は旧西ドイツベースの計数である。
　　　３．単位は日本：十億円、アメリカ：億ドル、ドイツ：億マルクである。

(注)　１．統計の見直しにより1989年末以前の計数と1994年末以降の計数は不連続である（1994年末の日本の
　　　　　計数は年度末のものである。）。

11,543 38,916 19,723 19,834

― 2,107 6,958

1,212 2,753 3,834 11,497

―

個人の株式残高及び金融資産に占める割合

割合 割合

1989年末1984年末

割合

1994年末 1999年末



世帯主の年齢階級別貯蓄の現在高（構成比）

22.3%

20.2%

9.9%

8.2%

7.3%

31.0%

27.9%

24.0%

19.0%

14.1%

25.7%

28.2%

25.0%

24.2%

24.6%

18.4%

21.5%

40.3%

47.5%

53.1%

1.2%

0.8%

2.2%

2.5%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和45

昭和55

平成2

平成9

平成12

（年末）

30歳未満
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60歳以上

（資料）総務庁統計局「貯蓄動向調査」より試算。
（注）貯蓄動向調査は、二人以上の一般世帯（単身世帯等を除く）を調査対象としている。また、世帯主とは、名目上
　　の世帯主ではなく、家計の主たる収入を得ている者をいう。
　　　なお、同調査における貯蓄とは、「通貨性預貯金、定期性預貯金、有価証券（株式、国債、地方債等）、生命保
　　険等、金投資口座・金貯蓄口座、金融機関外への預貯金（社内預金、共済組合、互助会への預貯金等）」である。





 

今後の経済財政運営及び経済社会 
の構造改革に関する基本方針 

（抜 粋） 

 

平成 13 年 6 月 26 日 
経済財政諮問会議 

 

 

 

第１章 構造改革と経済の活性化 

３ 経済の再生 

（５）資産市場の構造改革 

  (ⅰ) 証券市場の構造改革 

証券市場の活性化のためには、企業が活性化し、収益力を高めることが基本である。しかし、同時に、

市場監視・取締体制の充実、インサイダー取引や株価操縦等不公正取引に対するルールの明確化、会計基準・

会計監査を一層厳格化することなど、インフラの整備も必要である。さらに、個人投資家の市場参加が戦略的に

重要であるとの観点から、その拡大を図るために、貯蓄優遇から投資優遇への金融のあり方の切り替えなどを

踏まえ、税制を含めた関連する諸制度における対応について検討を行う。 

    


